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１． 指定介護予防及び第１号日常生活支援総合事業サービスを提供する事業者について 
 

事業者名称 社会福祉法人 カメリア会 
代表者氏名 理事長 湖山 泰成 
本社所在地 

（電話番号） 
東京都江東区亀戸三丁目３６番５号 
電話番号 ０３－６３０４－２６４１ 

法人設立年月日 ２００６年１２月２６日 
 
２．指定介護予防及び第１号日常生活支援総合事業サービスを実施する事業所について 
 
 (１)事業所の所在地等 

事業所名 墨田なりひら高齢者在宅サービスセンター 
介護保険指定 
事業者番号 

東京都第１３７０７０４５４４号 
東京都第１３A０７０００７３号 

事業所所在地 東京都墨田区業平五丁目６番２号 
電話番号 ０３－５８１９－３７４１ 

事業の実施地域 江東区、墨田区 
利用定員 ４０名（指定通所介護事業を含む） 

 
(２)事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 社会福祉法人カメリア会が運営する、墨田区なりひら高齢者在宅
サービスセンター（以下「事業所」という。）において指定介護
予防及び第１号日常生活支援総合事業サービス （以下「事業」と
いう。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す
る事項を定め、従業者が、要支援状態にある高齢者等に対し、適
正な指定介護予防通所介護及び第１号介護予防支援事業サービ
スを提供することを目的とする。 

運営の方針 (1)従業者は、要支援状態等の心身の特性を踏まえて、その有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利
用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族
の身体的、精神的負担の軽減を図るために、日常生活上の世話及



び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 
(2)事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・
福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努
めるものとする。 

 
(３)事業所の営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日～土曜日 （１２月３１日～１月２日を除く） 
営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

 
 (４)サービス提供時間 

サービス提供日 月曜日～土曜日 （１２月３１日～１月２日を除く） 
サービス提供時間 ９時００分～１６時４５分 

 
 (５)事業所の職員体制 

管理者 桃野 雅子 
 

職 種 資 格 人員数 業務内容 
管理者 施設長任用資格者 １名 事業所の従業者の管理及び

業務の管理を一元的に行い
ます。 

生活相談員 社会福祉士、精神保健福祉士
又は社会福祉主事及びその任
用資格、介護支援専門員、 
介護福祉士 他 

１.２以上 利用者の受け入れに関する
業務及び利用者の介護計画
に沿ったサービスの提供に
関する業務を行います。 

看護職員 看護師、准看護師 １.２以上 利用者の健康チェックに関
する業務及び利用者の看
護、保健及び衛生管理に関
する業務を行います。 

介護職員 介護福祉士 他 ７名以上 利用者の処遇計画における
各種サービス提供に関する
業務、利用者の機能訓練の
援助に関する業務及び利用
者の介護、介助に関する業
務を行います。 

機能訓練指導員 理学療法士、作業療法士 他 １名以上 利用者の処遇計画における
機能訓練に関する業務を行
います。 

  ※人員数は指定通所介護事業を含む。 
 



 (６)事業所の設備概要 
  デイサービスルーム 
  静養室 
  相談室 
  浴室（機械浴室、個別浴室） 
 
３．提供するサービスの内容及び費用について 
 
 (１)提供するサービスの内容について 
  ①送迎 
   居宅から事業所までの送迎及び乗降の介助を行います。ただし、道路が狭いなどの事情に

より、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあ
ります。 

  ②バイタルチェック 
   体調や血圧等の確認を行います。 
  ③入浴 
   入浴サービスの提供及び必要な介助を行います。 
  ④食事 
   食事の提供及び必要な介助を行います。 
  ⑤機能訓練 
   利用者の能力に応じて、日常生活を営む上で必要な機能の減退を防止するための訓練、利

用者の心身の活性化を図るためのレクリエーション等を行います。 
  ⑥創作活動 
   利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。 
  ⑦介護相談・生活相談 
   利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。 
 
 (２)提供するサービスの利用料及び利用負担額について 
  別紙利用表参照 
 
 (３)その他の費用について 
  利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、通常の実施地域を越えた地点から居宅

までに要する交通費（往復）を請求します。その額は、公共交通機関を使用する場合は実費
とし、自動車を使用する場合は１㎞あたり２００円とします。この費用の支払いを受ける場
合には、利用者又は家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨書面にて
同意を得ます。 

  



 (４)支払い方法について 
  （通常） 
   ・毎月１５日前後に前月分の請求書を発行いたしますので、その月の月末までにお支払い

ください。お支払いを確認次第、領収書を発行します。 
   ・お支払方法は、当法人の指定する金融機関の口座への振込、利用者指定口座からの自動

引落より選択できます。自動引落の場合、引落日は毎月２８日となり、その日が営業休
止日の時には翌営業日となります。 

  （償還払い） 
   ・利用者が要介護認定申請中又は保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払わ

れない場合、一旦事業所に一月の利用料金（全額）をお支払いいただきますと、事業所
からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日各市区町村の介
護保険係の窓口に提出しますと、保険給付額の払い戻しを受けることができます。 

 
４．サービスの利用方法について 
 
 (１)サービスの利用開始 
  通所介護サービス計画書を作成し、サービスの提供を開始します。 
  ※介護予防サービス・支援計画の作成を依頼している場合は、事前に担当地域包括支援セン

ターにご相談ください。 
 
 (２)サービスの終了 
  ①利用者の都合でサービスを終了する場合 
   サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 
  ②当事業所の都合でサービスを終了する場合 
   人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がござい

ます。その場合は終了１ヶ月前までに文書で通知します。 
  ③自動終了 
   次の場合には、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します。 
   1) 利用者が介護保険施設に入所された場合。 
   2) 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護区分が、要介護又は非該当（自

立）と判断された場合。 
   3) 利用者がお亡くなりになった場合。 
  ④その他 
   1) 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用

者や家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当法人が破産した場
合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することがで
きます。 

   2) 利用者が、サービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告し
たにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサービスの



中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院若しくは病気等により、３ヶ月以上に
わたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合、又は利用者
や家族等が当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの
背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていた
だく場合があります。 

 
５．サービス利用にあたっての留意事項について 
 
 〇施設利用中の食事 

  特段の事情がない限り、施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。（栄養状態、
食事内容を管理、決定できる権限を委託いただきます。） 

 〇飲酒 
   飲酒はご遠慮いただきますようお願いしています。 
 〇火気の取扱い 
   火気災害防止のため、ライター・マッチ等の持ち込みはできません。 
 〇金銭・貴重品の管理 
   現金・貴重品の持ち込みはご遠慮ください。 
 〇ペットの持ち込み 
   原則としてできません。 
 
６．サービス利用にあたっての禁止事項について 
 
 当施設では、多くの方に安心してご利用いただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、

特定の政治活動」を禁止します。 
 
７．虐待の防止について 
 
 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。 
 
 (１)虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 桃野 雅子 

 
(２)成年後見制度の利用を支援します。 

 
(３)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周

知徹底を図っています。 
 

(４)虐待防止のための指針を整備しています。 



 (５)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 
 

(６)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族、親族、同居人
等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを市区町村に
通報します。 

 
８．身体拘束について 
 
 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれが

ある場合など、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるとき
は、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内
で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録
を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行いま
す。 

 
 (１)緊急性 
   直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体に危険が及ぶことが考

えられる場合に限ります。 
 
 (２)非代替性 
   身体拘束以外に、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止するこ

とができない場合に限ります。 
 
 (３)一時性 
   利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身

体拘束を解きます。 
  



 
９．秘密の保持と個人情報の保護について 
 

①利用者及びその家族に関
する秘密の保持について 

①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個
人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努
めるものとします。 

②事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」とい
う。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はそ
の家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ
ん。 

③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が
終了した後においても継続します。 

④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家
族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業
者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき
旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

②個人情報の保護について 

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サ
ービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い
ません。また、利用者の家族の個人情報についても、予
め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利
用者の家族の個人情報を用いません。 

②事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含ま
れる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）に
ついては、善良な管理者の注意をもって管理し、また処
分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じ
てその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂
正、追加又は削除を求められた場合は、遅延なく調査を
行い、利用目的の達成に必要な範囲内での訂正等を行う
ものとします。（開示に際して複写料などが必要な場合は
利用者の負担となります。） 

 
１０．緊急時の対応について 
 
 サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医

師又は協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、市区町村、利用者が予
め指定する家族等の連絡先、担当地域包括支援センター等にも連絡します。 



 

主治医 

医療機関名  

主治医氏名  

連 絡 先  

家族等 
緊急連絡先 

氏   名  

続   柄  

連 絡 先  

氏   名  

続   柄  

連 絡 先  

地域包括支
援センター 

事 業 所 名  

電 話 番 号  

担  当  者  

 
１１．事故発生時の対応方法について 
 
 利用者に対する指定介護予防及び第１号日常生活支援総合事業サービスの提供により事故が発

生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行う
とともに、必要な措置を講じます。 

 また、利用者に対する指定介護予防及び第１号日常生活支援総合事業サービスの提供又は送迎
により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 
【市区町村(保険者)の窓口】 

墨田区 介護保険課 
給付・事業者担当 

所 在 地：東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 
電話番号：０３－５６０８―６５４４ 

【地域包括支援センターの窓口】 

事業所名： 

所 在 地： 

電話番号： 

担 当 者： 

 
  



 
 なお、事業者は、下記の損害賠償保険及び自動車保険（自賠責保険・任意保険）に加入してい

ます。 
損害賠償 
責任保険 

保険会社名 損害保険ジャパン株式会社 
保 険 名 社会福祉施設総合損害補償「しせつの損害補償」 

自動車 
保 険 

保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 
保 険 名 自動車保険・一般用 一般自動車総合保険 

 
１２．心身の状況の把握 
 
 指定介護予防及び第１号日常生活支援総合事業サービスの提供にあたっては、サービス担当者

会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福
祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。 

 
１３．サービス提供の記録 
 
 (１) 指定介護予防及び第１号日常生活支援総合事業サービスの実施ごとに、サービス提供の

記録を行うこととし、その記録はサービス提供した日から５年間保存します。 
 
 (２)利用者は、書面又は口頭により、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び

複写物の交付を請求することができます。ただし、開示することにより次の各号のいずれ
かに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことがあります。複写料は実費利用
者負担とします。 

  ①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。 
  ②本法人の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合。 
  ③他の法令に違反することとなる場合。 
 
 (３)開示は、書面により行うものとします。ただし、開示の申し出をした者の同意があるとき

は、書面以外の方法により開示をすることができます。 
 
 (４)サービス提供記録の開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅延なく行う

ものとします。 
 
１４．非常災害対策 
 

 (１)事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組み
を行います。 
災害対策に関する担当者

（防火管理者） 
管理者 桃野 雅子（防火管理者 谷口 哲） 



 
 (２)非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業員に周知します。 
 
 (３)定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 
   避難訓練実施回数：年２回以上 
 
 (４)(３)の訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 
 
１５．ハラスメント対策について 
 

(１)事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 
します。 

 
(２)利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セ 

クシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 
 
１６．サービス提供に関する相談、苦情について 
 
 (１)利用者及びその家族からの相談及び苦情の窓口 

受 付 日 月曜日～土曜日（１２月３１日～１月２日を除く） 
受付時間 ８時３０分～１７時３０分 
連 絡 先 ０３－５８１９－５６６３ 

苦情受付担当者氏名 管理者 桃野 雅子 
苦情解決責任者 施設長 石若 勇 

  
(２)その他 

  当事業所以外に、第三者委員・市区町村の相談・苦情窓口等に苦情を申し出ることもできま
す。 

第三者委員 
白岩 佳恵  電話番号 ０３－３６３６－４６５８ 
渡辺 寿雄  電話番号 ０３－３６８１－６０９６ 

行政機関 
その他の苦情受付機関 

墨田区 介護保険課 給付・事業者担当 
電話番号 ０３－５６０８－６５４４ 

墨田区 高齢者福祉課 
 電話番号 ０３－５６０８－６１７１ 
東京都国民健康保険団体連合会介護福祉部介護相談窓口担当 

所 在 地 東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 
      東京区政会館１０階 

電話番号 ０３－６２３８－０１７７ 



 
１７．福祉サービス第三者評価実施状況について 
 

項 目 内 容 
(１) 実施の有無 有 ・ 無 
(２) 実施年月日（直近実施日）   令和   年    月    日 
(３) 実施した評価機関  
(４) 評価結果の開示状況  

 
  



墨田区なりひら高齢者在宅サービスセンターの指定介護予防及び第１号日常生活支

援総合事業サービスの提供実施にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づい

て重要な事項を説明しました。 

 

        年    月    日 

 

所 在 地  東京都墨田区業平五丁目６番２号 

事 業 者  社会福祉法人 カメリア会 

       墨田区なりひら高齢者在宅サービスセンター 

       事業所番号（東京都第１３７０７０４５４４号） 

            （東京都第１３A０７０００７３号） 

代 表 者  理事長 湖山 泰成            印 

説 明 者  所 属 墨田区なりひら高齢者在宅サービスセンター 

       氏 名                  印 

 

 

私は、契約書及び本書面により事業者から指定介護予防及び第１号日常生活支援総合

事業サービスについての重要事項の説明を受け、内容に同意し、重要事項説明書の交

付を受けました。 

 

        年    月    日 

 

利 用 者  住 所 

       氏 名                  印 

 

身元保証人  住 所 

       氏 名                  印 

ご本人との関係（          ） 


